
別表３　大規模修繕等の取扱いについて

１　大規模修繕等対象事業
区　　分 内　　　容

（１）施設の一部改修 　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、
食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

（２）施設の附帯設備の改造 　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水
設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等附帯設備の
改造工事

（３）施設の模様替 　狭隘な居室を入所者の新しい処遇のニーズに合わせて拡大を図る
際の間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事

（４）環境上の条件等により必要となった
　　施設の一部改修

①　活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠
　改良工事等
②　アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事
　（１園当たり30万円以上の事業を対象とする。）

（５）消防法及び建築基準法等関係法令
　　の改正により新たにその規定に適合
　　させるために必要となる改修

　消防法設備等（スプリンクラー設備を除く。）について、消防法令等が
改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備

（６）特殊付帯工事 　既存施設について、建物に固定して一体的に整備する工事（対象と
なる事業については、２「特殊附帯工事対象事業」による）

（７）土砂災害等に備えた施設の一部
　　改修等

　都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に
設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整
備等

（８）耐震化等整備事業 　地震防災対策上必要な補強改修工事であって、既存施設について
私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交付要綱（平
成27年５月14日27文科初第292号）別表１第３項及び別表２に準じて整
備される工事

（９）その他施設における大規模な
　　修繕等

　特に必要と認められる上記に準ずる工事

※大規模修繕等は、対象工事費が500万円以上の事業とする（上記に金額の定めがあるものを除く）。

２　特殊付帯工事対象事業
　（１）資源有効活用整備
　　　ア　趣旨
　　　　　認定こども園等において施設で消費する資源の有効活用及び地域環境の保全に資すること
　　　　等により、施設利用者及び地域社会に対し快適な生活環境を提供する施設作りの推進を図る。
　　　イ　対象施設
　　　　　対象となる施設は、認定こども園等であって、建物に固定して一体的に整備するものとする。
　　　ウ　対象経費
　　　　　建物に固定して一体的に整備する次に掲げるもので、その整備に係る工事費又は工事請負
　　　　費とする。
　　　　　（ア）　水の循環・再利用の整備
　　　　　　　　　施設から排出される生活雑排水等の循環・再利用のための整備
　　　　　（イ）　生ゴミ等処理の整備
　　　　　　　　　施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ゴミ処理のための整備
　　　　　（ウ）　ソーラーの整備
　　　　　　　　　光熱水費等の節減及び地域の環境保全のためのソーラーの整備
　　　　　（エ）　その他
　　　　　　　　　資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの

　（２）屋外教育環境整備
　　　ア　趣旨
　　　　　施設の屋外環境を様々な体験活動の場として活用し、たくましく心豊かな子供達を育成する
　　　　ため、屋外教育環境の一体的な整備充実を図る。
　　　イ　対象施設
　　　　　創設・増築・増改築・改築と同一年度に整備を行う幼保連携型認定こども園
　　　ウ　対象経費
　　　　　私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交付要綱（平成28年11月1日28文科
　　　　初第1025号）別表１第２項及び別表２に準じて整備されるもので、設置工事等を伴うもの。


